
議員研修会開催 
 根室市議会は 13 日、市役所４階・委員会室にて議員研修会を開催、議員１２名のほか、

市職員も参加しました。 
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議
員
研
修
会
は
、
根
室
市

議
会
基
本
条
例
第
１８
条
「
議

会
は
、
議
員
の
政
策
提
言
及

び
政
策
立
案
等
の
能
力
向
上

を
図
る
た
め
、
議
員
研
修
の

充
実
強
化
に
努
め
る
」
に
基

づ
き
開
催
さ
れ
ま
す
。
今
回

は
、
北
海
道
大
学
公
共
政
策

大
学
院
教
授
の
山
崎
幹
根
氏

を
講
師
に
招
き
、
「
人
口
減
少

時
代
の
自
治
体
運
営
と
議
会

の
役
割
に
つ
い
て
」
と
題
し

て
ご
講
演
い
た
だ
き
ま
し

た
。 

 

山
崎
氏
は
、
国
全
体
で
人

口
減
少
が
進
行
し
て
い
る
一

方
で
、
東
京
圏
へ
の
一
極
集

中
も
変
わ
ら
ず
続
い
て
い
る

と
指
摘
。
ま
た
、
地
方
自
治

体
職
員
人
材
の
確
保
、
特
に

専
門
職
の
採
用
が
困
難
な
現

状
を
示
し
ま
し
た
。 

 

地
方
自
治
体
に
よ
る
人
口

減
少
問
題
へ
の
対
応
と
し

て
、
山
崎
氏
は
二
つ
の
政
策

を
紹
介
。
一
つ
目
は
①
人
口

を
増
加
さ
せ
る
手
法
、
②
企

業
や
大
学
等
の
教
育
機
関
、

医
療
・
福
祉
施
設
等
の
誘
致
、

③
財
政
資
源
の
獲
得
・
確
保

等
に
よ
る
「
資
源
獲
得
政

策
」、
二
つ
目
は
①
自
治
体
が

行
う
事
業
の
規
模
や
サ
ー
ビ

ス
水
準
の
見
直
し
・
廃
止
、

施
設
の
廃
止
・
再
編
を
伴
う

「 

「
縮
小
」
、
②
民
間
や
住
民

（
団
体
）
に
公
共
サ
ー
ビ
ス

を
委
ね
る
「
協
働
」「
官
民
連

携
」
「
共
創
」
、
他
の
自
治
体

と
協
力
す
る
「
広
域
連
携
」

で
す
。 

 

山
崎
氏
は
、
こ
れ
ら
二
つ

の
政
策
の
現
状
と
課
題
と
し

て
、
第
一
に
、「
資
源
獲
得
政

策
」
は
、
中
央
集
権
的
な
国

と
自
治
体
と
の
関
係
を
前
提

に
、
国
に
よ
る
政
策
誘
導
に

自
治
体
が
乗
じ
て
受
容
す
る

構
図
を
形
成
し
て
運
用
。
第

二
に
、「
資
源
獲
得
政
策
」
は
、

自
治
体
の
自
発
性
や
創
意
工

夫
を
引
き
出
し
、
政
策
全
体

の
質
と
水
準
を
引
き
上
げ
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
る
一
方
、

有
限
な
資
源
を
自
治
体
間
で

争
奪
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い

の
で
は
な
い
か
と
の
見
方

も
。
第
三
に
、
人
口
減
少
や

東
京
一
極
集
中
は
、
個
々
の

地
方
自
治
体
の
努
力
に
よ
っ

て
解
決
で
き
る
政
策
課
題
で

は
な
く
、
国
が
全
国
的
な
観

点
か
ら
取
り
組
む
べ
き
で
あ

り
、
自
治
体
間
の
「
資
源
獲

得
」
競
争
は
国
の
役
割
と
責

任
を
等
閑
視
。
第
四
に
、
市

町
村
の
自
治
体
運
営
に
根
強

い
現
状
維
持
志
向
が
。「
資
源

管
理
政
策
」
の
手
法
が
あ
ま

り
実
践
さ
れ
な
い
現
状
、
事

務
を 

務
を
国
や
道
に
返
上
す
る
よ

う
な
事
態
が
顕
在
化
し
て
い

な
い
。
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ

は
普
遍
的
な
手
法
と
し
て
多

用
。
第
五
に
、
以
上
の
結
果

と
し
て
、
人
口
減
少
問
題
に

対
応
す
る
市
町
村
間
の
姿
勢

に
差
異
が
見
ら
れ
、
自
治
体

運
営
能
力
の
二
極
化
が
進

行
、
以
上
の
五
点
を
挙
げ
ま

し
た
。 

第
三
に
つ
い
て
は
、
全
く

そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
し

た
。 

 

こ
う
し
た
中
で
、
地
方
議

会
の
存
在
意
義
が
問
わ
れ
て

い
ま
す
。 

こ
れ
か
ら
の
地
方
議
会
に

求
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、

山
崎
氏
は
、
⑴
限
ら
れ
た
資

源
の
中
で
の
役
割
の
発
揮―

活
動
資
源
制
約
を
補
う
た
め

に
対
外
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
形
成
、
現
行
制
度
の
要
件

緩
和
等
、
⑵
住
民
の
地
方
議

会
に
対
す
る
理
解
と
合
意
形

成―

議
員
と
住
民
と
の
間
の

「
信
頼
」
「
ル
ー
ル
の
遵
守
」

「
説
明
責
任
」、
風
通
し
の
良

い
議
会
運
営
等
、
⑶
行
政
監

視
機
能
の
強
化
が
基
本―

地

方
議
員
の
や
り
が
い
は
多
様

で
あ
り
、
多
様
で
あ
る
べ
き
、

な
ど
を
示
さ
れ
ま
し
た
。 

 


